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拡大防止に関する村からのお願い拡大防止に関する村からのお願い

新型コロナウイルス感染症

⬥他県への出張や帰省、旅行などは、行き先の感染状況を確認し、マスクの着用と３密の場所を回  
　避するなど、慎重な行動をお願いします。
⬥他県から来村・帰村する際は、来村後２週間それまでいた都道府県が要請する行動の継続をお願
　いします。
⬥イベントなどの開催は、感染防止対策を徹底するようお願いします。
⬥感染拡大を予防する「新しい生活様式」を実践し、日常生活および社会経済活動における感染拡
　大を予防する取り組みをお願いします。
⬥ 夏場は屋外でマスクを外すなど、熱中症に注意してください。

各種イベントの中止・延期情報各種イベントの中止・延期情報

状況 日にち イベント名 場所 担当（敬称略） 連絡先

中止

7・19 ㊐ 村民体育大会（野球、バレーボール） ナインズ球場ほか
村体育センター ☎ 42-2963

26 ㊐ 村民体育大会（卓球、ゲートボール） 村体育センターほか
30 ㊍ 村小中学校水泳大会 B&G海洋センター 村体育センター ☎ 42-2177
31 ㊎ 第 40 回村学童相撲大会 村相撲場（伊保内小）村相撲協会事務局 ☎ 42-2111 内 231

8・14 ㊎ オドデ塾盆踊り大会 道の駅おりつめ「オドデ館」オドデ塾 ☎ 090-6220-1873
17 ㊊ 九戸まつり（～ 19 日） 伊保内地区 総務企画課地域振興班 ☎ 42-2111 内 172

９月上旬 村畜産まつり（家畜共進会） 新岩手農協九戸支所駐車場 農林建設課生産振興班 ☎ 42-2111 内 253
9・6 ㊐ 村民スポーツ・レクリエーション大会 村体育センターほか 村体育センター ☎ 42-2963
11 ㊎ 九戸政實杯ゲートボール親善交流大会 村総合運動場

村体育センター ☎ 42-2177
17 ㊍ 九戸政實杯グラウンドゴルフ親善交流大会 村総合運動場
27 ㊐ 村民体育大会（駅伝） 国道 340 号線

村体育センター ☎ 42-296310・11 ㊐
村家庭婦人バレーボール大会 村体育センター
村民トレッキング

11・29 ㊐ 村民体育大会（綱引き） 村体育センター
延期 8・15 ㊏ 村成人式 ＨＯＺホール 教育委員会生涯学習班 ☎ 42-2111 内 304

新型コロナウイルスへの感染拡大防止を図るため、村主催事業や後援事業のうち、開催を中止・延期としたイベン
トは以下の通りです（令和２年７月 15 日現在）。

新型コロナウイルス感染症

地域のイベントや自治会などの会合については、各団体の判断となりますが、開催延期などの検討や開催する場合
は実施方法を工夫するなど、感染拡大を防ぐため協力をお願いします。



新型コロナウイルス感染症

　主たる生計維持者の収入の減少などがあった世帯につ
いて、国民健康保険税の一部または全額の免除が受けら
れる制度が設けられました。
■減免対象者
①　新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者
　が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
②　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生
　計維持者の事業収入や不動産収入、山林収入、給与収
　入（以下「事業収入等」。）のうち、いずれかの収入
　の減少が見込まれ、次の条件すべてに該当する世帯
⚫事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償な
どにより補てんされるべき金額を控除した額）が、令和
元年の当該事業収入等の額の10分の３以上であること⚫
令和元年の合計所得金額が、1,000万円以下であること
⚫収入の減少が見込まれる当該事業収入等の所得以外の
令和元年の所得合計金額が、400万円以下であること
■提出書類　減免申請書、添付書類
■添付書類
【①の減免対象者】
▽医師の「死亡診断書」または「診断書」

国保税減免制度の申請はお早めに国保税減免制度の申請はお早めに
【②の減免対象者】
▽減免調査票▽令和２年中の収入が分かる書類（給与明
細書、預金通帳、事業帳簿の写しなど）▽保険金など
で補てんされる場合、その金額が分かる書類（保険契約
書など）▽事業廃止や失業などが分かる書類（事業廃止
届、離職証明書など）
■減免対象となる保険税
　令和２年２月１日から翌年３月31日までの間に、納期
限（年金より保険税が天引きされている場合は、年金の
支払日）が設定されているもの。
■申請期限
　すでに納期限が過ぎているものについては、７月31
日（金）まで。それ以外のものは、納期限までに申請が
必要となります（新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、申請できなかった場合を除く）。
　なお、本年度の国民健康保険税の納税通知書は、７月
15日（水）に郵送します。全期分の減免を希望する場合
は、７月31日までに申請書の提出が必要となります。
■問い合わせ
　税務会計課税務徴収班（☎42-2111内線232）

新型コロナウイルス感染症

　国民健康保険に加入している人のうち、事業主から給
与などの支払いを受けている人が新型コロナウイルス
感染症に感染または感染疑いのため、勤務することがで
きず、給与などの全部または一部を受けられない場合に
「傷病手当金」が支給されます。
■支給要件　　次の要件をすべて満たす人
①　新型コロナウイルス感染症（感染疑い含む）の療養
　のため仕事ができない人
②　連続する３日間を含み、４日以上仕事を休んでいる人
※仕事を休んだ日から連続して３日間（土日祝含む）の
　あと、４日目以降仕事を休んだ日に対して支給
③　休業した期間に給与などの支払いを受けられない人
※休業期間のうち、給与などの支払いを受けた期間は、
　支給されません。ただし、給与などの支払いがあって

国保の加入者に傷病手当金を支給国保の加入者に傷病手当金を支給
　も、傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給さ
　れます
■適用期間
　令和２年１月１日～９月30日の間で療養のため、仕事
をすることができない期間
※入院が継続する場合は、最長１年６か月まで
■支給額
　（直近の３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）×
2/3×支給対象日数　　※支給額には上限があります
■申請方法
　国民健康保険傷病手当金支給申請書を役場住民生活課窓
口へ提出（原則、事業主と医療機関の証明が必要です）
■問い合わせ
　住民生活課国保住民班（☎42-2111内線212）

※上記２つの制度について、後期高齢者医療被保険者にも適用されます。
■問い合わせ
【傷病手当金】　県後期高齢者医療広域連合（☎019-606-7507）または住民生活課国保住民班（☎42-2111内線212）
【減  免  制  度】　県後期高齢者医療広域連合（☎019-606-7507）または税務会計課税務徴収班（☎42-2111内線232）



募　　　　　　　　集

　村では、村営住宅の入居者を募集します。入居を希望
する人は、次の事項をよく読み申し込んでください。

【募集住宅】
⚫村営住宅戸田団地（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
⚫村営住宅川向団地（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
⚫村営住宅第２小倉団地（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
⚫村営住宅長興寺団地（木造平屋２ＬＤＫ）…１戸
※川向団地は給湯器、第２小倉団地はシャワー・浴槽・
　給湯器がありません。

【入居時期】　８月中旬
■入居資格
①現に同居し、または同居しようとする親族がある人（婚
　姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ
　る人、その他婚姻の予約者を含む）
②現に住宅に困窮していること
③政令で定める収入基準に適合していること
④国税・地方税など滞納していないこと
■募集期間　７月 15 日（水）～７月 29 日（水）
　　　　　　  午前８時 30 分～午後５時 30 分
※土日祝除く。先着順ではありません。
■必要書類
①入居申込書（役場農林建設課にあります）
②住民票（入居希望者全員の本籍、続柄が表示されたもの）
③令和２年度所得証明書（入居希望者全員分）
④令和元年度納税証明書（入居希望者全員分）
■申し込み・問い合わせ　農林建設課地域整備班（☎
42-2111内線283）

４つの村営住宅４つの村営住宅
入居希望者募集入居希望者募集

相　　 　 談　　  　会

　県土地家屋調査士会県北支部では、７月31日「土地家
屋調査士の日」を記念して、無料相談を実施します。
■日時　７月31日（金）　午前10時～午後３時
■場所　県土地家屋調査士会県北支部会員の各事務所内
■内容　・土地の分筆、合筆、地目変更、地積更生登記
　　　　・建物の新築、増築、滅失登記
　　　　・土地、建物の調査測量
　　　　・境界問題
■問い合わせ　県土地家屋調査士会県北支部　二戸地区
事務所　田中厳保（☎43-3260）

相談しませんか相談しませんか
土地や家屋の事土地や家屋の事

お　　知　　ら　　せ

　地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、次のとお
り情報伝達訓練を行います。
　この訓練は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を
用いた訓練で、村外の地域でもさまざまな手段を用いて
情報伝達訓練が行われます。
■日時　８月５日（水）　午前 11 時ごろ
■内容　村内に設置してある防災行政無線から、一斉に
次のように放送されます。
①上りチャイム音
②「これは、Ｊアラートのテストです」※３回繰り返す
③「こちらは、防災九戸村です」
④下りチャイム音
■Ｊアラートとは
　地震や津波、武力攻撃などの緊急情報を、国から人工
衛星などを通じて瞬時に伝えるシステムです。
■問い合わせ
　総務企画課庶務財政班（☎42-2111内線173）

Ｊアラート訓練Ｊアラート訓練
８月５日に実施８月５日に実施

開　　　　　　　　催

　後期計画の基本方針や具体的な取り組みについての意
見交換会を開催します。なお、参加する際はマスクを着
用、風邪症状がある場合は、参加を中止してください。
■日時　８月７日（金）　午後６時～午後７時30分
■場所　二戸市民文化会館　中ホール
■参加申込期限　７月31日（金）必着
■対象者　どなたでも参加できます
■申込方法　▽参加者（代表者）氏名・居住地▽参加を
希望する会（二戸）▽参加人数▽参加者（代表者）の連
絡先――を明記の上、電子メール、ＦＡＸ、郵送のいず
れかの方法で申し込む
※申込用紙が必要な人は、役場総務企画課までお願いし
　ます
■申込先
・電子メール：DB0004@pref.iwate.jp
・ＦＡＸ：019-629-6144　※添書不要
・郵送：〒020-8570（住所記載不要）　岩手県教育委
　　　　員会事務局学校調整課（高校改革担当）
■問い合わせ　県教育委員会事務局　学校調整課　高校
改革担当（☎019-629-6206）

高校再編計画の高校再編計画の
意見交換会開催意見交換会開催
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令和２年度の村職員採用試験を実施令和２年度の村職員採用試験を実施

募　　　　　　　　集

　令和２年度九戸村職員採用試験を次のとおり行いま
す。（採用予定日は、令和３年４月１日）
❶試験職種および採用予定人員
⚫一般事務　　　　　　　　　若干名
⚫一般事務（障がい者対象）　１名程度
⚫保育士・幼稚園教諭　　　　若干名
⚫保健師　　　　　　　　　　１名
⚫土木技師　　　　　　　　　１名
❷受験資格
【一般事務】
　昭和55年４月２日から平成15年４月１日までの間に
生まれた人
【一般事務（障がい者対象）】
　次のすべての要件を満たす人
⑴　身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福
　祉手帳のいずれか交付を受けている人（手帳は受験申
　込日および受験日当日において有効であることが必要
　です）
⑵　昭和55年４月２日から平成15年４月１日までの間
　に生まれた人
⑶　活字印刷文による出題に対応でき、かつ、口頭によ
　る面接試験に対応できる人
【保育士・幼稚園教諭】
　昭和55年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格お
よび幼稚園教諭２種免許の両方を有している人または採
用までに取得する見込みの人
【保健師】
　昭和55年４月２日以降に生まれた人で、保健師資格を
有している人または採用までに取得する見込みの人
【土木技師】
　昭和55年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法に
基づく高等学校（これと同等以上の学歴を含む）を卒業
または令和３年３月までに卒業見込みの人
【共通事項】
　次のいずれかに該当する人は、受験できません。
ア　成年被後見人および被保佐人
イ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、
　または執行を受けることがなくなるまでの人
ウ　日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破
　壊することを主張する政党その他の団体を結成し、ま

　たはこれに加入した人
エ　九戸村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分
　の日から２年を経過しない人
❸受験申込受付期間
・７月20日（月）～８月21日（金）
・午前８時30分～午後５時15分
※土日祝除く。郵送の場合は、８月21日（金）の午後５
　時15分までに到着したものに限り受け付けます。
❹受付手続き
⬥申込方法
ア　申込用紙「令和２年度九戸村職員採用試験申込書」
　に必要事項を記入し、九戸村役場総務企画課に提出し
　てください。（住所：〒028-6502　岩手県九戸郡九
　戸村大字伊保内10-11-6）
イ　申し込みの際には、所定の箇所に顔写真を貼り、受
　験票用に同じ写真１枚と84円切手を貼ったあて先明記
　の返信用封筒（長形３号）を添えてください。
ウ　郵便で申し込む際は、封筒の表に「採用試験申込」
　と朱書きしてください。
⬥受験票の交付
　受験票は郵送しますが、９月９日（水）を過ぎても受
験票が郵送されない場合には、九戸村役場総務企画課ま
で連絡してください。
※受験票を紛失した場合は、写真を持参の上、試験当日
受付に申し出てください。
❺試験の日時および場所
【第１次試験】
⬥日時　９月20日（日）　午前10時開始
⬥場所　二戸市立福岡中学校
【第２次試験】
　10月下旬ごろ、第１次試験合格者にお知らせします。
❻試験方法
⬥一般事務（障がい者対象含む）
　教養試験、事務適性検査、性格特性検査、職場適応性
検査、作文試験
⬥保育士・幼稚園教諭、保健師、土木技師
　教養試験、専門試験、作文試験
※土木技師の専門試験は、高卒程度の試験内容です。
■問い合わせ
　総務企画課庶務財政班（☎42-2111内線168）


